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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年１１月２６日（水）午前１０時　２分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時３５分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 野原　修  委　　員 木村勝彦

委　　員 南野直司  委　　員 原田　平 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正

都市整備部長　中谷久夫

土木下水道部長　粟屋保英

水道部長　中岡健二 同部次長兼総務課長　乾　富治 総務課参事　東田眞介

営業課長　松井　進 工務課長　原　正己 浄水課長　林　昇

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第６号　平成１９年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第９号　平成１９年度安威川、淀川右岸流域下水道組合会計歳入歳出決算認定

　　　　　　の件

認定第２号　平成１９年度摂津市水道事業会計決算認定の件
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（午前１０時２分　開会）

○山本靖一委員長　ただいまから建設常

任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、南野委

員を指名します。

　認定第２号の審査を行います。補足説

明を求めます。

　中岡部長。

○中岡水道部長　それでは認定第２号、

平成１９年度摂津市水道事業会計決算認

定の件につきまして、目を追って主なも

のにつきまして、補足説明をさせていた

だきます。それでは、決算書に基づき、

その内容をご説明申し上げます。

　まず、１７ページの事業の概況の中で

記載いたしておりますが、平成１９年度

の年間総配水量は１，１５８万１，７８

０立方メートルで、前年度に比べ２２万

５６０立方メートルの減少、年間総有収

水量は１，０９３万４，８９９立方メー

トルで、前年度に比べ８万３，１６７立

方メートルの減少となっております。こ

の主な要因といたしましては、需要者の

節水意識が定着しているためと考えてお

ります。水源別配水量につきましては、

別表１に記載いたしておりますように、

自己水の割合は前年度に比べまして２．

７ポイント低下し、３０．３％、３５０

万４，８２０立方メートル、大阪府営水

は２．７％上昇し、６９．７％、８０７

万６，９６０立方メートルとなっており

ます。また、１立方メートル当たりの給

水原価につきましては、１９ページの別

表２に記載いたしておりますように、前

年度に比べまして０．６％上昇し、１円

２４銭増加の１９２円５７銭、供給単価

につきましては１．６％低下し、３円４

３銭減少の２１２円１６銭となっており

ます。

　続きまして、３５ページからの収益費

用明細書でございますが、同明細書は税

抜き金額で表示いたしております。収益

では、款１、水道事業収益、項１、営業

収益、目１、給水収益は前年度に比べま

して５，５４７万９，５５６円の減少の

２３億１，９９２万７，２８７円となっ

ております。この内容につきましては、

前年度に比べまして有収水量が減少した

こと、及び平成１９年１０月１日から水

道料金を２．４％値下げしたことによる

ものでございます。

　目２、受託工事収益は、前年度に比べ

まして８８９万９，７５１円減少の３５

８万９，３０７円となっております。こ

れは一般家庭等からの修繕依頼による受

託修繕収益は増加したものの、公共下水

道事業における移設受託工事収益がなかっ

たことによるものでございます。

　目３、その他営業収益は、前年度に比

べまして３０５万３，４６２円減少の７

８９万３０７円となっております。これ

はマンションや住宅開発などに伴う給水

に係る設計審査や工事検査の手数料が減

少したことなどによるものでございます。

　目４、受託事業収益は、前年度に比べ

まして３，９６８万３，６８２円の増加

となっております。これは大阪府の指導

により、平成１８年度まで営業外収益の

雑収益に計上していた下水道料金徴収受

託料を、平成１９年度からは、営業収益

の受託事業収益として計上することとなっ

たことによるものでございます。

　次に、３６ページの項２、営業外収益、

目２、受取利息及び配当金は、前年度に

比べまして３１７万４，６４８円増加の

５９７万４，８２７円となっております。

これは預金利率の上昇などによるもので

ございます。

　目３、土地物件収益は、前年度と同額

の３１７万２，７５０円となっておりま
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す。これは消防庁舎、鳥飼送水所ゲート

ボール場の土地使用料、及び太中浄水場

ゲートボール場の施設使用料でございま

す。

　目４、雑収益は、前年度に比べまして

３，９３９万９，１１７円減少の９万６，

９５１円となっております。これは先ほ

ど申し上げましたように、平成１９年度

からは下水道料金徴収受託料を、営業収

益の受託事業収益に計上することとなっ

たことなどによるものでございます。

　目５、納付金は前年度に比べまして５，

０４３万７，５００円減少の５，０６２

万５，０００円となっております。これ

は建築基準法の改正や景気の減速などに

より、住宅開発などに伴う給水装置の新

設や口径変更に伴う納付金が減少したこ

とによるものでございます。

　目７、他会計負担金は、前年度に比べ

まして１５６万３，１０２円増加の２，

１０９万３，４５１円となっております。

これは水道料金の福祉減免等の一般会計

負担金が増加したことによるものでござ

います。

　続きまして、３７ページからの費用に

つきまして、ご説明申し上げます。３７

ページから３８ページにかけての款１、

水道事業費用、項１、営業費用、目１、

原水・浄水及び送水費は前年度に比べま

して５４８万１，２３２円減少の１０億

２，０６０万７８８円となっております。

これは太中浄水場や送水所の運営に係る

人件費、維持管理費、動力費、大阪府営

水道の受水費などで、減少の主な理由と

いたしましては、受水費などは増加した

ものの、人件費や保守業務委託料などが

減少したことによるものでございます。

　３８ページから３９ページにかけての

目２、配水・給水費は、前年度に比べま

して９５０万５，１０８円増加の１億６，

３２０万９，３８０円となっております。

これは人件費のほか、夜間及び閉庁日に

おける修繕業務の委託、水道管漏水によ

る修理、給水管の切りかえ工事などの費

用で、増加の主な理由といたしましては

修繕費や工事請負費などが増加したもの

でございます。

　３９ページから４０ページにかけての

目３、受託工事費は、前年度に比べまし

て１，０５７万８，９５３円減少の２，

８０８万２，３０８円となっております。

これは人件費のほか、受託修繕に伴う給

水装置の修理費や材料費などで、減少の

主な理由といたしましては、人件費や公

共下水道の整備に係る移設工事費などが

減少したものでございます。

　４０ページから４１ページにかけての

目４、業務費は、前年度に比べまして１，

２７７万６５３円減少の１億３，２７２

万３，５１９円となっております。これ

は人件費のほか検針業務や検定満期量水

器取替業務等に係る委託料などで、減少

の主な理由といたしましては人件費や委

託料などが減少したものでございます。

　４１ページから４２ページにかけての

目５、総係費は、前年度に比べまして２，

９５６万８，７７８円増加の２億２，４

８５万４，１３３円となっております。

これは人件費のほか、中央送水所施設管

理業務やＯＡ機器の保守、電子複写機等

の借り上げ、郵送料などの一般部局への

負担金、その他水道事業運営に係る一般

管理的な費用で、増加の主な理由といた

しましては、退職給与金などが増加した

ものでございます。

　４２ページの目６、減価償却費は前年

度に比べまして３２７万３，８３５円減

少の３億９，００３万１，４１０円となっ

ております。この減少の主な理由といた

しましては、機械及び装置などの有形固
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定資産に係る減価償却費が減少したこと

によるものでございます。

　目７、資産減耗費は、前年度に比べま

して１２０万３，６０３円減少の１８８

万８，１９０円となっております。これ

は車両等の老朽化に伴う有形固定資産の

処分が減少したものでございます。

　目８、その他営業費用は、５万７，０

２７円で、これは口径７５ミリメートル

のメーターボックスの売却原価でござい

ます。

　４３ページの項２、営業外費用、目２、

支払利息及び企業債取扱諸費は、前年度

に比べまして１，８７２万４，０５８円

減少の１億７，０８６万３１１円となっ

ております。これは平成１８年度までに

借り入れた企業債の係る支払利息でござ

います。

　目５、雑支出は、前年度に比べまして

６万４，３５６円減少の１５２万５，９

４０円となっております。これは水道料

金等、過年度還付金などでございます。

　項３、特別損失、目１、特別損失は、

前年度に比べまして２１９万４，８３１

円増加の８３５万７，２２５円となって

おります。これは転出先不明や企業倒産

等による水道料金等の徴収不納分を、過

年度損益修正損として処分したものでご

ざいます。

　続きまして、４４ページの資本的収入

支出明細書につきまして、ご説明申し上

げます。

　収入の款１、資本的収入、項１、企業

債、目１、企業債は前年度に比べまして

４，２９０万円減少の６，０００万円と

なっております。これは前年度に引き続

き配水管整備事業を実施するために借り

入れた企業債で、減少の理由は高金利対

策の借換債の発行がなくなったためでご

ざいます。

　項２、工事負担金、目１、工事負担金

は、前年度に比べまして１１６万円増加

の１４５万円となっております。これは

消火栓５か所設置に係る工事負担金収入

でございます。

　次に、４４ページから４５ページの支

出でございますが、款１、資本的支出、

項１、建設改良費、目１、施設改修費は

前年度に比べまして５，４８８万４，８

００円増加の１億５，９７８万４，８０

０円となっております。太中浄水場等の

浄水送水施設の改修については、中長期

的な計画に基づいて実施しており、平成

１９年度は急速ろ過池の改修や耐震補強

などを行ったものでございます。

　目３、固定資産取得費は、前年度に比

べまして２，７１７万２，９８６円減少

の２，２４１万１，９２９円となってお

ります。この主な理由といたしましては、

マッピングシステム機器の更新費などが

減少したものでございます。

　目６、配水管整備事業費は、前年度に

比べまして７０万３，３７３円減少の１

億３，４８２万１，３６６円となってお

ります。この主な理由といたしましては、

工事請負費などが減少したもので、当年

度は鉛給水管切替工事や配水管布設工事

を１７件施工いたしました。

　項２、企業債償還金、目１、企業債償

還金は、前年度に比べまして１億１，５

４１万１，７８０円増加の５億４，６４

６万６７８円となっております。これは

平成１３年度までに借り入れた企業債の

元金償還金、及び平成１９年度、公的資

金補償金免除繰上償還制度により繰上償

還した元金償還金などでございます。

　項３、貸付金、目１、貸付金は前年度

に比べまして全額増加の５億円となって

おります。これは財団法人摂津市土地開

発公社へ６か月更新で貸し付けを行った
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ものでございます。以上、決算内容の補

足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　南野委員。

○南野直司委員　おはようございます。

　それでは１回目の質問をさせていただ

きたいと思います。決算概要を中心にさ

せていただきますので、よろしくお願い

いたします。

　一つ目ですけれども、１６９ページの

施設改修事業についてでございます。こ

の平成１９年度におきましても、太中浄

水場の施設改修を実施されましたが、ど

のような内容であったのか、具体的な部

分をお聞かせいただきたいと思います。

それから、二つ目ですけれども、１６９

ページ、給配水管維持管理事業の中の修

繕業務委託料６３０万円についてでござ

います。平成１９年度における水道管の

漏水に関しまして何件あったのか、中身

について具体的な部分をお聞かせいただ

きたいと思います。それから、水道管の

破裂事故のような、緊急な作業などがあっ

たのかどうか、お聞きしたいと思います。

　三つ目にですけれども、１７２ページ

の検針事業中の検針業務委託料、決算額

１，９５４万８，７４１円についてでご

ざいます。事業年報を確認しますと、検

針員さんの人数は何年か一定の１２人で

されていると。また、検針数は年々増加

しているということで、決算額も昨年に

比べて増額になっていると認識いたしま

すけれども、検針数が毎年、約４，００

０件、５，０００件がふえる理由を具体

的にお聞かせいただきたいと思います。

　四つ目ですけれども、１７３ページの

鉛管対策事業、決算額３，４７７万８，

４２３円についてでございます。この鉛

管対策に関しましては、平成２５年まで

に完了するという目標で計画的に実施し

ていただいておりますけれども、１９年

度の実績についてお聞かせいただきたい

と思います。

　最後に五つ目ですけれども、この水道

事業会計におきまして、平成１９年から

２３年までの取り組みでございます。公

的資金補償金免除繰上償還にかかわる公

営企業経営健全化計画を策定されており

ますが、１９年度が初年度ということで

ございますが、進捗状況をお聞かせいた

だきたいと思います。また、年次計画な

どがあれば、教えていただきたいと思い

ます。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　営業課に関する内容、

３番、検針委託業務及び４番、鉛管対策

事業について、ご答弁申し上げます。

　順序が逆になるんですが、４番目の鉛

管対策事業でございますが、鉛管対策事

業につきましては、平成１６年から１万

３，２６０件の鉛管を解消するため鋭意

努力しておるわけでございますが、平成

１８年度までにつきましては、３，３２

３件の鉛管を解消しております。１９年

度としましては、工事発注件数６件で、

請負契約の合計金額３，４７３万４，０

００円で締結しております。

　工事分としまして１１９件の鉛管を解

消いたしました。また、その他対象分と

しまして、これにつきましては、取替え

等の修繕とか、工務課の工事に伴います

移設とかいうことで、その鉛管解消でご

ざいますが、これが３３６件ございまし

た。１９年度につきましては、合計で４

５５件解消いたしました。１９年度末で、

これによる鉛管残存件数につきましては、

９，４８２件となっております。

　続きまして、検針委託でございますが、

検針業務の委託につきましては、平成１
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８年度までは、私ども毎月検針とか、工

事用の臨時分につきましては、一部直営

でしておりました。１９年度から現在に

つきましては、全面委託ということで、

摂津都市開発株式会社に委託しておるわ

けでございますが、検針の主な増加の理

由としましては、住宅の新規申し込み、

ほか集合住宅の、今までは親メーター１

本で料金をちょうだいしていたところが、

私ども３階から５階建てまで直圧という

ことでなっておりますので、それのオー

ナー様が直圧の施工で切りかえた場合、

集合住宅の戸数分だけ検針してまいると

いうようなことで、増加となっておる状

況でございます。

　それで、毎年、１９年度ぐらいまでは

４，０００から５，０００近くふえていっ

ているような現況でございますが、私ど

も今まで直営分を全部委託した関係上、

１９年度まではふえておるわけでござい

ますが、２０年度以降につきましては、

そのふえる件数につきましては、半分程

度ぐらいになってまいるんではないかな

ということで考えております。

　以上で、よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課長　二つ目の質問なんですけ

れども、１６９ページの修繕業務委託料

６３０万円ということで、これは平日の

５時から９時、日曜、祭日の朝から２４

時間ということで、あくまで待機の委託

料であって、それについての修繕につい

ては、１７０ページの給配水管維持管理

事業の中で、修繕費の中で２，２３０万

円ということで上げています。その中で

修繕費は実費として払っております。

　それで件数としまして、１９年度にお

いては、道路上での本管、１９年度は２

２件、本管といいますとパイ７５ミリ以

上ということで、本管扱いをしておりま

して、２２件、それから、家庭への給水

管、道路横断、道路昇段もありますけれ

ども、そこにおいての漏水が、昨年度は

２３９件ありました。

　それから、大きな事故といいますと、

昨年は本管２２件ありましたけれども、

大きい管については大規模な断水範囲と

いうのは、昨年についてはございません

でした。小さな地域の中で１０軒当たり

とか、そういう形で断水をお願いして修

繕した経緯がありますけれども、大々的

に大きな断水というのはなかったわけで

ございます。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　太中浄水場の施設整備の

改修の件につきまして、１９年度におき

ましては、急速ろ過池、６池あるうちの

３号、４号の改修事業を行いました。管

路内の耐震と、それと、ろ過池内の耐震、

それからろ過池内の整備、これを行いま

した。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　それでは、平成１９年

から２３年度にかけての健全化計画、繰

上償還に伴います健全化計画についてご

説明申し上げます。

　まず、経営健全化計画の内容でござい

ますが、まず、一つは地方公務員の職員

数の純減というふうなことで表現されて

おりますが、これをしなさいということ

でございます。

　それから、あと給与ですね、職員数と

ともに給与のあり方を正しなさいと。そ

れからあと物件費等ですね、そういった

ものを削減努力をしなさいというような

ことでございます。それから、あとコス

トに見合った適正な料金体系を築きなさ

いということと、それから、行政評価等

の導入を図りなさいというような、そう

いう国からの指導に基づいて計画を立て
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たものでございます。進捗状況としまし

ては、まず、職員数の削減につきまして

は、１９年度から、これ始まった計画で

ございますけれども、１８年度と比べま

して、１９年度は２名削減いたしており

ます。それから、給与につきましては、

給与構造を踏まえた改善を行っておりま

す。それから、職員手当の中で退職手当

等の見直しも、それから、福利厚生事業

としては、ご存じのとおり大阪府市町村

職員互助会の事業を縮小したりですね、

あるいは職員健康保険組合の負担金の割

合を、事業主負担の割合を引き下げたり

しております。

　それから、物件費につきましては、支

払利息でありますとか、受水費でありま

すとか、そういったものを削減努力をい

たしております。

　それから、行政評価につきましては、

水道部と一般部局の方でされている行政

評価がですね、少し内容がしっくりこな

いというような部分がございまして、見

直しをした上で２０年度からになりまし

たけれども、行政評価を再開させていた

だいております。

　それから、年次計画的なものといたし

ましては、これ今回の計画では特に示し

ておりません。努力をするというような

ことで、およその方向性だけ記載をさせ

ていただいているところでございます。

○山本靖一委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

　２回目、質問をさせていただきたいと

思います。１点目の太中浄水場の施設改

修事業についてご答弁をいただいたんで

すけれども、経営基盤の強化の観点から

ですね、もう一度ちょっとお聞かせいた

だきたいと思うんですけれども、浄水施

設の稼働率アップ、それから、受水費の

削減や人件費の削減など、今まで進めて

こられました。今後におきましても、さ

らに努力していただきますようお願いし

ます。

　ここで、あと１点、聞きたいと思いま

す。施設改修整備計画の観点からお聞き

したいんですけれども、昨年の議事録の

中で、見させていただいた中で、例えば、

千里丘ガードに３００ミリの埋設管を設

置して、自己水を送るとか。それからま

た、太中の水を北に持っていく、また、

南に持っていくというようなことで配水

管の整備も検討していかなければならな

いということを、今、重要課題というこ

とで挙げていただいておるんですけれど

も、新たな施設整備計画の検討課題があ

れば、そういった部分も含めて教えてい

ただきたいと思います。

　それから、２点目の修繕業務委託料に

ついてでございます。ご答弁いただきま

してわかりました。緊急な漏水等はなかっ

たということでございますけれども、例

えば、緊急時に漏水等において、どのよ

うな対応をされているのか、そういった

マニュアルなんかを作成されておるのか

どうか、その点をお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、三つ目の検針業務委託料に

ついてでございます。この検針業務に関

しまして各家庭を回られて検針していた

だいておりますけれども、使用水量が前

回の検針時と比べて異常に多い場合など、

漏水が考えられますと、検針員さんから

アドバイスをいただいて発見されるケー

スが多いと認識しておるんですけれども、

非常に親切なことだと思うんですけれど

も、どれくらいの基準で声をかけていた

だいているのか、基本的な部分なんです

けれども、また、例えば留守であったら、

メモを書いて入れていただいているのか

とか、検針員さんに対しても、そういっ
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た研修や会議などで徹底されているのか、

その部分をお聞かせいただきたいと思い

ます。

　四つ目の鉛管対策事業についてでござ

います。この鉛管対策に関しましては、

本市で作業が必要なところ、あと何件ぐ

らいあるのか、今後の計画についてもお

聞かせいただきたいと思います。ちょっ

と先ほどの答弁とダブるところがあるか

もしれませんけれども、よろしくお願い

します。

　もう一つ、これも基本的なことで申し

わけないんですけれども、鉛管はやわら

かくて加工がしやすいため、水道が普及

し始めたころから広く使われたと認識し

ておるんですけれども、本市では何年か

ら何年ぐらいまでに使用された、設置さ

れたという部分ですね、その点をお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、最後の五つ目ですけれども、

公営企業経営健全化計画についてでござ

いますけれども、もう１点、計画の中身

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。例えば、職員数の削減や機構改革に

よる事務の効率化など、具体的な取り組

みと、それから、改善見込額など、挙げ

ておられたらお聞かせいただきたいと思

います。それから、あわせて繰上償還対

象額と、借りかえによる利子軽減見込額、

この辺も教えていただきたいと思います。

　以上で２回目、終わります。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　検針業務の使用水量が

多いということでご答弁申し上げます。

まず、漏水のお知らせ方法ということで

ございますが、検針日に水道メーター、

使用水量が多いということで、メーター

の中心よりちょっとずれておるんですけ

れども、私たちはパイロットというてい

るんですけれども、これはごくささいな

少量の水でも回ります。まず、これを基

準にして、例えばお留守の場合に、それ

が回っていて、私どもハンディターミナ

ルで検針しているんですが、これにつき

ましては前月の検針した分の使用水量が

わかります。その中で、そういうことで

使用水量がふえているということでした

ら、お留守の場合は、メモ等を書きまし

て蛇口とかトイレ、それから、湯沸かし

器とか、そういうの、異常がないでしょ

うかとか、それで異常がなければ地下漏

水と、配水管に漏れが生じているという

可能性がございますので、そういう場合

は工務課の方にですね、また、水道部の

方に連絡していくださいというメモを入

れます。在宅の場合は、前回よりか使用

水量がふえていますよということで、何

かお使いになったとき、特別にかわった

お使いしていませんかとか、それで、そ

のときでも全部蛇口をとめていただいて、

先ほど申しましたパイロットが回ってい

るようでしたら、漏水という可能性がご

ざいますので、それは連絡していただき

ますようにということで、お願いしてお

るわけでございます。

　検針員の、そういう教育というんです

か、会議は年２回設けて、いろいろとやっ

ておるわけでございます。

　続きまして、鉛管対策でございますが、

鉛管対策につきましては、１８年度まで

は鉛管の家側、二次側部分３０センチの

ところを解消して、本管とか解消につき

ましては、１８年度までは工務ではして

いただいている部分もありますが、営業

課では二次側の３０センチの分、大部分

の解消をしておりましたが、１９年度以

降につきましては、本管が鉛管の場合、

これはやはり漏水とかいう事故が発生す

る可能性がございますので、１９年度以

降につきまして、本管も塩ビ管の場合、
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改修をするということで、１９年度以降、

２０年もそういうことで、今現在、取り

組んでおります。その中で、当初は２５

年度で改修すべきという内容で鉛管更新

計画をしておりましたが、あと２５年度

までは、いわゆる本管とか、あわせまし

て整備をして、２６年から２８年の３か

年につきましては、お家の二次側の３０

センチ部分だけを残るというような勘定

で解消をしていくこということで今現在、

計画をしておりますが、本管の解消にま

でいきますと、かなりの費用がかかりま

すので、今後につきましては財政と相談

しながら予算額、工事費等を把握して一

刻も早く解消をしていきたいという考え

は持っております。

　それから、鉛管の使用期間でございま

すが、これにつきましては昭和６１年の

４月に廃止という方向で、鉛は廃止とい

うという方向でしているんですけれども、

あと２年間の猶予期間、いわゆるその当

時、公認業者制度がございまして、公認

業者が材料等はいろいろあります関係上、

２年の暫定期間としまして猶予を与える

というような格好で、６３年４月以降は

完全に鉛管については使用いたしており

ません。

　以上、ご理解お願い申し上げます。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　受水費の削減なんですけ

れども、１８年で２０万トン、大阪府に

減いただいております。それと２２年度

にも２０万トンの減という形で、できる

だけ府営水の受水の方を減らして、でき

るだけ太中の自己水を稼働していきたい

と思っております。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　今、林浄水課長の方か

ら自己水の削減のことで答弁申し上げて

おりますが、経営基盤の強化を図るため、

私ども一つの柱として取り組んでおりま

すのは、太中浄水場の施設稼働率を高め

るというようなことを、それに努めてお

ります。その意味で、そのために大阪府

から毎年、購入しております府営水、こ

れは承認水量という形で大阪府と私ども

の協議で、年間何百万トンとかいうよう

な形で、何百万立方メートルというよう

な形で、話で決めてこられるわけですけ

れども、その量を少しでも減らして、私

ども太中浄水場でつくる自己水、これを、

量をふやしたいと、割合をふやしたいと

いうようなことで努力をしております。

　今、林課長の方が１８年度で２０万ト

ンの削減を図ったと、２２年度に２０万

トン図ったということだと思うんですけ

れども、これは今年度ですね、２０年度

に２０万トンの削減をするように大阪府

に、もう既に協議を済ましておるという

ことでございます。

　自己水をふやして、そしてまた、大阪

府からの承認水量を減らすというために

は、まず、その自己水をはかせないとけ

ないわけですね、消費してもらわないと、

自己水を幾らつくっても、結局売れない、

残ってしまうというようなことになりま

すので、自己水の使うエリアを少し広げ

なければいけないということで、一つは

千里丘ガードに３００ミリの配水管を整

備いたしまして、千里丘の１丁目から７

丁目の方にまで浄水場でつくった自己水

の水を持っていけるように工事をして、

今年度、工事を完了する予定でございま

す。

　それから、安威川以南の方へですね、

南の方へ自己水を持っていくということ

も考えられないことではないんですけれ

ども、今のところですね、府営水の承認

水量の大阪府は減少を認めてもらえてい

るようなペースでは、まだ、南の方へ持っ

－�9�－



ていくほどの自己水は余ってこないとい

うふうに考えております。したがいまし

て、南の方へ、もし持っていけるとすれ

ば、ちょっと先の話になろうかと思いま

す。

　それから、修繕の場合の緊急時対応の

マニュアル、これについて作成したりし

ているのかということでございますが、

通常の場合、通常、ちょっとした道路上

漏水でありますとか、宅内漏水とかあり

ます場合は、一応、私ども工務課の職員

を中心に総務課、営業課の職員も含めて

３班体制の緊急時対応体制を持っており

まして、例えば今週であれば第２班が、

もし漏水事故が夜中にあったら出動をす

るというような、そういうような３班体

制をとっております。

　それから、この前のような大きな漏水

事故が起こった場合の分といたしまして

は、一応、危機管理計画というのを持っ

ておりまして、その中で緊急時における

応急給水体制というような、一応、計画

をつくっておりまして、この中では広報

及び情報収集班ですね。それから臨時給

水ですね、応急給水を行う班。それから、

修繕を行う班、この三つに分けてですね、

事故に対応するようにということで、一

応、こういう危機管理計画というのは、

一応、持っております。

　それから、繰上償還の具体的な内容と

いうことなんですけれども、先ほども申

し上げておりますけれども、職員数を５

２人、１８年度から１９年度にかけては

５４名から５２名に２名削減していると

いうことでございます。今後につきまし

ては、２３年度の間までは、一応５２名

以下の体制を維持するというようなこと

をさせていただいております。しかし、

実際は、もう既に今現在、ここで言う職

員数でいえば、４９名に今、削減してお

りますので、この計画を上回る削減を実

現していきます。それから、あと給与と

いたしましては、給与水準の適正化で、

既に１９年４月１日から、それまでの給

与の水準と比べて平均４．８％の削減を

した給与体系に切りかえております。た

だ、実際に１９年の４月１日よりも、１

日の前日に受けていた給料を下回る給料

にすることは、ちょっと法的にできませ

んので、昇級をとめている職員がたくさ

んおるということでございます。それか

ら、あと退職手当ですね、退職手当にか

かわります退職時特昇等のことですが、

これはもう既に、これも１９年４月に実

施済みで、退職特昇等は、今現在してお

りません。

　それから、職員の互助会等の福利厚生

事業ですけれども、職員互助会は来年３

月に廃止の方向でございます。

　それから、あと繰上償還の具体的な効

果額等ですけれども、こういう経営健全

化計画を立てることによって繰上償還が

認められたわけでございますけれども、

平成１９年度に行いました繰上償還は、

利率が７．２％から７．４％の公営企業

の企業債でございまして、額にいたしま

して１億７，２８２万５，５１８円を繰

上償還をさせていただいております。こ

れによる効果額はですね、２，７９８万

８，９４４円、支払利息は減少すること

となったということでございます。

○山本靖一委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

　それでは一つ目の施設改修事業につい

てでございますけれども、水需要が本当

に年々減少しておりますが、さらに経営

基盤の強化を図っていただきますよう、

よろしくお願いしたいと思います。要望

としておきます。

　それから、二つ目の修繕業務委託料に
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ついてでございます。緊急時におけるマ

ニュアル的なご答弁をいただいたんです

けれども、この間の漏水の事故もありま

したし、市民の方に緊急時にご協力をい

ただくような、市民の方向けの何かマニュ

アルというのは、今後、必要になってく

るんじゃないかなというふうに、私自身、

認識しておりますので、そういう観点か

らも一つ視野に入れていただいて、よろ

しくお願いしたいと思います。これは要

望としておきます。

　それから、三つ目の検針業務委託料に

ついてでございます。ご答弁いただきま

して、よくわかりました。あと、ホーム

ページに各市ともいろいろ工夫をされて

おりまして、例えば、漏水とメーターの

見方ということで、ホームページを開い

て、アクセスしていきましたら、見れる

ように、そのメーターの見方とか、あと

漏水のときに修理して、それから、減免

措置が、減免申請したら減免されるとい

うことで、そういった書類のＰＤＦファ

イルでダウンロードできたり、いろいろ

工夫をしている市がありますので、そう

いった観点からもホームページをアップ

していただけば、より市民の方にとって

は親切なことではないかなと、一つ思い

ましたので、そういうこともちょっと視

野に入れて、今後また、考えていただき

たいなと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

　それから、四つ目の鉛管対策事業につ

いてでございます。よくわかりました。

ありがとうございます。引き続き、また、

よろしくお願いしたいと思います。

　それから、最後の公営企業経営健全化

計画についてでございますけれども、策

定されました、この健全化計画をもとに、

今後におきましても積極的に行政改革、

経営改革に取り組んでいただきますよう、

よろしくお願いし、要望としておきます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　原田委員。

○原田平委員　４３ページの過年度損益

修正損として８３５万７，２２５円があ

りますが、その内訳についてご説明をい

ただきたいと思います。

　続いて営業収益で、先ほどちょっとあ

りましたが、下水道使用料金の徴収事務

委託金として上がっております。これに

ついては、以前にも質問を申し上げてで

すね、その徴収の見直しを検討したいと

いうことでありましたが、どのように検

討されてこられたのか、お尋ねをいたし

たいと思います。

　水質検査委託料として上がっておりま

すが、この内訳についてお尋ねをいたし

ます。

　水質モニターについて、現状をお願い

申し上げます。以上です。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　特別損失不納欠損でご

ざいますが、内容につきましては、水道

料金としまして総対象者は４９６者、欠

損額は消費税込みで８４７万７，５６１

円となります。その内訳でございますが、

転出先不明等によるもので、４５０者、

金額にしまして６９３万３，９３８円。

会社等の倒産によるもので、２１者、１

３１万８，４９４円。本人が死亡されて

いる場合が２５者、２２万５，１２９円。

水道修繕料としまして８者、２９万７，

５２５円。水道料金と修繕料を合わせま

して、消費税込みで８７７万５，０８６

円となります。

　続きまして、下水道料金徴収受託料の

件でございますが、これにつきましては、

水道部内でいろいろと検討をさせていた

だきました。平成２１年度において、今

現在、下げる方向で作業を進めておりま
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す。以上、ご理解賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　水質検査委託料について

ですけれども、私どもは水質検査、大阪

府水道部の方へお願いしておりまして、

水質基準項目といたしまして９６件、水

質基準項目以外で３５件、合計１３１件

の委託を行っております。それの料金が

１４４万６，３００円となっております。

○山本靖一委員長　水質モニターの現状

を聞かれています。

○林浄水課長　水質モニターでございま

すけれども、今現在ありますのは、６か

所、八町モニターと味生小学校、別府、

市場池、三宅小学校、鳥飼上となってお

ります。昭和５９年には八町、味生小学

校、別府、市場池、三宅小学校モニター

を設置しましたが、平成３年に鳥飼上モ

ニターを新設しております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　先ほどの過年度の修正損

でね、約４０万円ほどの差異があるんで

すが、８７７万円と８３５万円というこ

とで、このちょっと違いについて、もう

一度ご説明いただきたいと思います。

　それから、下水道の徴収事務委託金に

ついて、検討するということであります

ので、引き続き協議を進めていただきた

いと思います。

　水質検査の委託料につきましては、す

べて大阪府でございますか、民間等はな

いわけですか。もう一度お聞きをいたし

たいと思います。

　水質モニターの現状でありますが、６

か所ということであります。太中浄水場

の系統で１か所、三宅小学校があります。

これについては一番遠いところの、いわ

ゆる管末でありますが、これは浜町にな

ると思います。やはり鳥飼で４か所、そ

れから、以北で２か所ということであり

まして、太中浄水場系統ですね、非常に

広大というか、かなり給水をしておるわ

けでありますが、そういったところにつ

いての水質をきっちりと守っていくとい

うことが必要ではないかなと感じるんで

すが、その点についていかがでしょうか。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　水質検査につきましては、

以前は、大阪の府立公衆衛生研究所や大

阪薬剤師会の方に委託しておりましたが、

平成４年に当時の厚生省が２６項目から

４６項目に改正をいたしまして、その結

果ですね、高度な機器、それから、高度

な技術が要るということで、各市町村で

は、かなりしんどくなってきました。そ

のために大阪府の方へ依頼をいたしまし

て、新たに必要な水質検査体制に対する

支援について要望をしました。それで大

阪府営水道による受託方式で市町村の水

質共同検査体制が発足しました。このよ

うな背景の中で、今現在は大阪府水道部

に委託している状態です。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　先ほどの不納欠損の４

１万７，８６１円の差と思うんですが、

私、先ほど申し上げましたのは、消費税

込みで申し上げました。消費税抜きでい

きますと、再度申し上げますが、転出先

不明等４５０者につきましては、６９３

万３，９３８円のところ、６６０万３，

７５０円となります。それから、会社等、

倒産によるもの１３１万８，４９４円の

ところ、消費税抜きで１２５万５，７０

８円、本人死亡の場合、２２万５，１２

９円のところ２１万４，４０８円、それ

から、水道、修繕料といたしまして２９

万７，５２５円のところ２８万３，３５

７円となります。

　端数の計算ちょっとございますが、合
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わせまして８３５万７，２２５円と、消

費税抜きではなります。以上、ご理解賜

りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　水質モニターに関してで

すけれども、設置した当時は鳥飼は八町、

上鳥飼、中央は味生小学校、千里丘は市

場池、太中は三宅小学校となっていまし

たけれども、今現在、太中で見ておるの

は三宅小学校と別府モニターを見ており

ます。

○山本靖一委員長　ふやす考えはないの

かということについても聞かれています

から、現状でいいという、そういうご答

弁ですか。

○林浄水課長　今のところ、これが一番

ベストだと思うんですけれども。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　そういたしますと、過年

度損益の部分については、消費税は抜き

という理解をしていいわけですね。した

がって、料金は回収できなかったという

ことで、消費税はもらえなかったという

損益であれば、その分を入れておかなあ

かんのん違うかなという感じがいたしま

したのでね。お尋ねをいたしました。も

う一つちょっと、そのところだけ説明を

いただきたいと思います。

　水道モニターですね、先ほど申し上げ

ましたように別府で太中浄水系を見てい

るということですかね。以北でやはり２

か所ということでは、府営水もございま

すし、先ほどの管の破損事故等が非常に

年間多い状況の中で、水質の安全という

か、水質をきちっと守るという意味では、

もう少し必要なんではないかなというふ

うに感じるんですが、今後の計画でも結

構です。特に三宅は太中浄水場から非常

に近いわけでありまして、一番遠いとこ

ろの部分についての、周辺の水質がやっ

ぱり気になりますので、意見を求めてわ

けでありますが、いかがでしょうか。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　先ほどから出ておりま

す過年度損益修正損の件でございますが、

消費税を含めた額で修正損を計上すべき

でないかというご指摘でございます。

　私ども消費税、あるいは地方消費税に

つきましては、仮受消費税と仮払消費税

の差額を税務署に申告するということに

なっております。支払うということになっ

ております、原則といたしまして。です

から、実際にいただいた消費税と、実際

に支払った消費税の差を税務署に納める

わけですから、この分につきましては仮

受けできなかったものでございますので、

消費税の分は除いて、消費税の支払いに

影響しませんので、除いた分で、ここに

損害額として計上するのが正しい記載の

仕方というふうに認識しております。

　水質モニターにつきましては、一定現

在、６か所で運営しているわけでござい

ますが、これは基本的に配水管も考えて、

できるだけ管末に近いところで、最後、

採水をして、その水の状態がどうだとい

うことで、それまで送られている水が、

良好な水であるということを推定するた

めに見ているわけでございますけれども、

今の考え方からしますと、我々６か所で、

何とか良質な水を送ってということが確

認できていると思うんですけれども、も

う一度、再度、実際にすべての管末で良

好な水であることはチェックできている

かどうか、もう一度十分、内部で協議い

たしたいというふうに思います。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　野原委員。

○野原修委員　おはようございます。

　それでは、数点、質問させていただき
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ます。

　今、原田委員もご質問ありました、特

別損失ですけれども、過去１７年が３５

６万６，７７４円、１８年度が６１６万

２，３９４円、平成１９年度が８３５万

７，２２５円と出ております。この間の

取り組み、毎年、決算の委員会でもいろ

いろ、こういう形のものが、減るような

対策で、やはりちゃんと払われている方

と、こういう方との、公平性をするよう

な形で、どういう取り組みをされてきて

いるのか、ちょっとその辺をお聞かせい

ただきたいと思います。

　それと１点、確認なんですけれども、

給水原価というところで、１９２円５７

銭という形で、１円２４銭増になってお

ります。これ平成１７年、５５人、平成

１８年が５２人、平成１９年、５０人に、

人数は減っていますけれども、この増に

なっている理由をお聞かせください。

　それと、自己水と府営水の関係、先ほ

ど南野委員もご質問されていたんですけ

れども、施設の稼働を高めるということ

で、過去、やはり自己水の分量をふやす

ということで、昨年度は施設改修という

形で自己水の分が減って、府営水がふえ

たというのは理解できるんですけれども、

今後、先ほど乾次長のお話があったよう

な、今、大阪府と折衝で一応、２０万ト

ンですか、減水という形の、府に申し出

ているということはあったんですけれど

も、これは１７年度ベースに戻ったよう

な形の今お願いをして、府営水を減らし

ていくというような形でお願いしていて、

今後もこの、やはり相手のあることです

から、いろいろ折衝としては話し合いは

あろうかと思いますが、今後、どういう

形で、この府営水を減らしていくという

形のものをお考え、お聞かせいただきた

いと思います。

　それと、薬品費に関してですけれども、

この薬品費というのは気曝槽の、そうい

うＰＨを７．５に保つために、価格がちょっ

とふえたと。もちろんそういう原油等の

原価が値上がったという形はあるんです

けれども、その気曝槽に対して、どうい

う今、取り組みをなされて、どうなって

いるのか、それをお聞かせいただきたい

と思います。

　それと、修繕業務委託料でありますが、

先ほど南野委員からもご質問あって、過

去、これはずっとご質問させていただい

ているんですけれども、今、原課長の方

からもお聞かせいただいたんですけれど

も、過去１８年は４３件あったというこ

とで、ことしは２２件という形のものは、

過去の、１８年の数字というのは、道路

上という形の認識でいいのかどうか。

　それと、公認業者の組合というものは

過去あったんですが、それは解散されて、

どういうんですか、親睦の組合というか、

そういう形になったようにお聞きしてい

ます。そういう中で、今までの危機管理

の協定という形が、どういうように変わっ

たか、その辺のとこお聞かせいただきた

いと思います。

　それと、最後に建設改良工事の件であ

りますが、鉛管対策ということで、あと

９，４８２件残っているという、先ほど

答弁があったんですけれども、一応、今、

利益余剰金がある中で、これを年度を早

めて、こういう対策をできるか、できな

いんか、その辺のところお聞かせいただ

きたいと思います。以上です。

○山本靖一委員長　松井課長。

○松井営業課長　特別損失の不納欠損の

取り組みでございますが、水道料金等の

平成１９年度の徴収率は９９．６６％と

なっております。

　水道料金の滞納額につきましては、経
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済不況による企業倒産やリストラによる、

年度ごとに増加の傾向になっておるわけ

でございますが、料金係としましては、

滞納額をふやしていかないという方向で、

係一丸となって取り組んでおるわけでご

ざいます。

　その取り組み内容でございますが、ま

ず一つ目としましては、滞納整理リスト

を作成し、未納者に関しまして、順次、

未納料金の内訳を明記した支払依頼文書

の送付をいたします。

　その次に、給水停止予告通知書を送付

します。

　その次に、給水停止通知書を送付しま

す。その間に、お支払いや支払い約束等

の何の連絡もない方につきましては、給

水停止を実施いたしております。

　二つ目としましては、安威川以南、以

北地域、各１名で常時、私ども現地訪問

をしまして、料金支払いを催促、約束な

どを取りつけながら、料金徴収をしてお

ります。その中で、一部約束等のほごさ

れた方につきましては。これも同様に給

水停止処分を実施いたしております。

　それとあと、この水道料金のお支払い

時に滞納金額を少しでも減らしていくと

いう方法で、そのお支払い時に支払誓約

書の、今後の支払計画等の誓約書の提出

を求めて、スムーズに今後の支払いをお

支払いしていただくということで、そう

いった誓約書の提出も求めております。

　以上のような内容で徴収強化に努めて

おるわけでございますが、今後につきま

しては、費用対効果を考慮しながら、民

間委託も視野に入れた中で、滞納者を少

しでもなくしてまいりたいということで

努力したいと考えております。

　続きまして、鉛管対策事業の事業費を

増やして、一刻も早く解消していかない

とというご要望でございますが、これ先

ほど私ども財政といろいろ詰めまして、

かなり本管の整備もしていきますと、か

なり事業費がかかってまいります。その

中で、今までは、２２年度までは３，６

００万円の事業費の予算で、解消してい

くという方向で、２３年度以降につきま

しては４，５００万円から４，７００万

円の予定で、一刻も早く鉛管解消をして

いく予定でございますが、今後につきま

しては、財政と相談した中で、事業費に

つきしましては、きちっと検討してまい

るという方向で考えておりますので、ご

理解賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

○山本靖一委員長　原課長。

○原工務課課長　先ほどの委託修繕料の

話なんですけれども、その中で１８年度

については公道で修繕、いわゆる道路の

引込管については、１９年度において大

体４０件減のところであります。大体２

９０件前後やっているところであります

けれども、昨年については、道路上の引

込管、業者に依頼しているのは大体６０

件、それ以外については、うちに直営の

職員いてますので、直営で修繕している

分については、大体１７９件ということ

でしてます。

　本管についても、いろいろと直でやっ

たり、業者委託をお願いしておるところ

でありますから、そういった面では、引

込管については、昨年よりも幾らか若干、

少なくなっているなというところであり

ます。

　それ以外に、また先ほど緊急対応も含

めてどうなのかということでありました

けれども、５時以降に市民の方が電話あっ

て、蛇口等で壊れたと、どうしても至急

に直してほしいということであれば、今、

委託している業者に電話していただいて、

うちの方から電話して行ってやってくれ
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ということで、その修繕も含めて業者に

できる分については依頼しているところ

であります。

　それから、今まで公認組合という制度

がありまして、そこで公認組合と修繕委

託の随契をしていったわけですけれども、

先ほど、委員がおっしゃっております制

度はなくなりましたので、私どもとして

は入札制度をとって、そのメンバーにつ

いては、以前の公認組合をなるべく入れ

ながら、幅広くできるだけ安い単価で入

札できるような形で、今後も一般土木も

入れながら、そういうふうに、できるだ

け安価で委託できるような形で努めてま

いりたいなというふうにも考えておりま

す。

○山本靖一委員長　林課長。

○林浄水課長　気曝槽の負担に関する件

ですが、今現在、工事を行っております。

浄水場の薬品、苛性ソーダが少なくなり

ます。１９年度の苛性ソーダ使用料につ

きましては、６２万２，１１５キロであ

ります。気曝槽の騒音問題がなかった平

成１５年度で苛性ソーダの使用料は３８

万１，７０５キロであります。この差が

２４万４１０キロとなります。平成２０

年度、単価契約で１キロ１０円４５銭で

ありますから、これを掛けますと、約２

５０万円の削減と考えております。

　ただし、気曝槽にふたをしたからといっ

て、気曝効果が平成１５年度の能力に回

復するかどうかいうのは、今、予測の段

階であります。

　それとですね、年間総配水量の件なん

ですけれども、年間総配水量、前年度に

比べまして、２２万５６０トン減少して

おります。

　大阪府営水道の承認水量が自己水の活

用に大きな影響を与えておりますので、

引き続き大阪府と承認水量の件に関して

協議をいたしまして、できるだけ下げて

いただくような方向でやっていきたいと

思っております。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　今、浄水課長から申し

上げました薬品費に関係した気曝槽の件

でございますが、気曝槽は現在ふたをす

るようにですね、ふたをして騒音を落と

すような方向ですね、それで工事をいた

しております。

　今年度、来年、年明けましたら、ほぼ

工事が完成してくるというふうに考えて

おります。

　そうしますと、投入する薬品等の量も

当然減らせるというふうに思っておりま

す。

　それから、給水原価でございますが、

給水原価が１８年度に比べて１円２４銭

上って、１９２円５７銭となっていると

いうことで、これはなぜかということで

ございますが、給水原価の内容で、上がっ

た原因の主なものは、人件費の中の、実

は退職給与金でございます。

　平成１８年度は、７，０００万円を退

職給与費で予算計上して執行させていた

だきました。平成１９年度は退職者数が

増加、団塊の世代が退職することによっ

て、退職者数が増加してきていますので、

１億円に増額させていただきました。そ

の関係で人件費が増加したと、給料、あ

るいは、その他の職員手当、そういった

ものは減少しておりますが、退職給与金

で３，０００万円増加しておるというこ

とでございます。それが主な理由でござ

います。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　ありがとうございます。

　それでは、２点だけ、もう一度お聞き

したいと思います。

　特別損失のところで、今、２名の方が
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以南、以北で回られているという形はお

聞きして、一応、督促とか、催促とかい

う形のところで最後、停水とか、そうい

う形で不納欠損特別損失が少ないような

取り組みをされていると、９９．６６％

で、０．３４％の方の、やはりそれをきっ

ちり回収しなかったら、やっぱり払って

もらっている方の公平性が保てないとい

うことで、真剣に取り組んでもらってい

るということは、重々理解はできるんで

すけれども、先ほどちょっと言われたよ

うな、民間委託のようなことも考えられ

ているというようなお話があったんです

けれども、今、その２名で回られている

という方の人件費ですね、そういう方を、

そういう金額を踏まえた費用対効果とい

う形のところで、民間委託も考えられて

いるのか、そこら辺だけちょっと１点、

お聞かせ願いたいと思います。

　それともう１点、修繕業務委託料のと

ころで、今、僕も業者のとこへいろいろ

回ったり、そういう形で現状視察という

形でいろいろ聞いてみたら、やはり２４

時間、夜中、まくら元に携帯電話を置い

て、かかってきたら、その年の、今まで

の契約された方はお酒も飲まんと、いつ

でも出動できるような形で待機されてい

るというような現状があるという、どう

しても大企業じゃなくて中小企業の方の、

地元の業者という形のところで対応され

ていますので、今後は競争入札という形

の方式をとられて、より安価な形でとい

うのは重々わかりますが、その辺は緊急

のときに、今回みたいに出動できるとい

うような形も踏まえた中で、そういう今

後の取り組みを考えていただきたいとい

う形をお願いしておきます。

　それと、そのときに先ほど、緊急マニュ

アルという形のものは手元のあるという

のはお聞きしたんですけれども、過去、

摂津市独自の緊急マニュアルみたいな形

の防災訓練的なものは、平成１８年の決

算委員会のときですか、そのときにお聞

きしたときは、大阪府の防災訓練の中で

の連携を踏まえた中で、吹田市とか摂津

市とかに、いろいろそういう形の要請を

踏まえてやるという形はお聞きして、昨

年度は一応、８月２２日でしたか落雷が

あって停電が、管の濁りという形のもの

で出されて、その後、予算の委員会のと

ころなんかでも、そういう緊急マニュア

ルというものを、今回、お見せいただき

ましたけれども、今回、そういう形のも

のが、どういう形のもので展開されたか、

一応、計画としては紙面上はあったんで

すけれども、それがどのように作動され

たか、１８年のときにお聞きしたときに

は、一応、水道の方としては３班で工務

課、営業課、総務課で給水とかＰＲとか、

そういう回るような形の対応策があると

いうようにお聞きはしたんですけれども、

今回のことに関して、前回の、そういう

ものを踏まえた、一応、計画はあるけれ

ども、それがどう稼働したんか、消防の

方なんかは聞いてみますと、すぐに吹田、

茨木と連携して、給水車を要請して、１

０トンですか、そのぐらいの給水車を待

機して、一応、停水という形のとこで、

もし災害があったらという形で、その辺

の連携をとられたというふうにお聞きし

ています。

　水道の方は、その計画がどのように作

動したというのか、どのような形で対応

されたか、そこだけお聞かせいただきた

いと思います。以上です。

○山本靖一委員長　野原委員、２点目の

今回の件については、委員会終了後、ま

た正確に報告をいただくということにし

ていますので、その他の部分で答弁いた

だくということでよろしいでしょうか。
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○野原修委員　はい、結構です。

○山本靖一委員長　乾次長。

○乾水道部次長　特別損失を減少させる

ための、要は水道料金を徴収するための

民間委託につきましては、先ほども営業

課長も申しておりますように、２名の職

員で主に徴収を行っております。

　私ども、やっぱり委託を考えるときに、

やっぱり費用対効果というものを考えま

す。特別損失で、先ほども出ております

ように、８００万余りの特別損失でござ

いますので、実際のところ、今の職員２

名をそのままにして、８００万円を超え

るような、あるいは８００万円の何がし

か徴収を、８００万円から徴収をできる

費用の範囲内で、収入をふやせる範囲内

で委託をするということであれば、費用

対効果にかなってくるわけでございます

が、そういったことも踏まえて、その２

名の人件費とか、あるいは徴収に必要な

ほかの、いろんなもろもろの費用、そう

いったことも全部考えた上で、費用対効

果が逆転してしまわないように、十分、

検討して民間委託などの活用を考えてい

きたいというふうに考えております。

○山本靖一委員長　２点目のね、マニュ

アルに基づく１９年度の取り組みがあれ

ば、それは今、ご答弁お願いしたいと思

います。今回の件については後で報告を

いただきます。

○乾水道部次長　マニュアルでございま

すが、先ほども申し上げましたように、

事故等の場合の応急給水とかをするため

のマニュアルといいますか、危機管理計

画というものは持っておるんですが、簡

単に言いまして、情報収集とか、広報と

かを行う班ございますね。

　それから、断水が起こりましたら給水

を行う班、それから今回、配水管の破裂

でございますので、それを復旧する班、

この三つに分けて活動するということの

計画を持っておるわけでございますが、

昨年の８月２２日に起こりました水の濁

りですね、これは停電が原因でございま

したけれども、これにつきましては、残

念ながら広報活動ですね、これが十分で

ございませんでしたので、市民の方から

も、また後で議員各位からもですね、お

しかりを受けたんでございますが、今回

は広報活動についても、広報車を最初は

２台、それから最高では４台まで出す活

動をさせていただきましたし、それから

また、市のホームページにもいち早く、

その千里丘の４丁目で漏水事故が起こっ

たということで、ホームページに掲載さ

せていただきました。

　内容についてはですね、最初は水圧低

下と濁り、それから、その後は断水しま

すというホームページの掲載、それから

最後は、復旧の見込みの記事の掲載など

もさせていただきました。ただ、私ども

は、大変申しわけなく思っておりますの

は、また、情けない気持ちでおりますの

は、今回のような２００ミリの大きな、

しかも千里丘送水所からすぐ出てくる管

が、出たところで破裂するというような

事態は、実は初めての経験でございまし

て、非常に復旧するのに手間取ってしまっ

たと、それからまた、給水活動もまた一

部、十分でなかったというふうに思って

おりますので、その辺は今後、こういう

事故に際しては、もっと手早くできるよ

うに考えていきたいというふうに思って

おります。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　ありがとうございました。

　最後はお願いというか、要望という形

で不納欠損、各課でもいろんなところで

出ております、０．３４％、限りなく１

００％になるような形で、今でも真剣に
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取り組んでいただいておりますが、これ

が１００％になって、それを各課で、そ

ういう形のものを示せるような形の、今

後も取り組みをいただいた中で、また民

間委託がいいのかという費用対効果とか、

それの先駆者になれるような形の、今後

も取り組みを、お願いだけしておきたい

と思います。ありがとうございました。

○山本靖一委員長　ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１１時３１分　休憩）

（午前１１時３４分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　認定第２号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　認定第６号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　認定第９号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　これで、本委員会を閉会します。

（午前１１時３５分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  南 野 直 司
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